
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 沿革 
○S47年 (財)山梨県農地開発公社として設立   

○H6年  (財)山梨県農業振興公社に名称変更 

○H25年 公益財団法人に移行 

○H26年 農地中間管理機構に指定         

 

2 基本財産等の状況 
○基本財産 3,000千円 (県出資)  

 

3 職員の状況 
○役員:2名、農地集積課:8名、基盤整備課:3名、就農支援センター:3名 

  合計:16名 

 

4 主な事業 

（1）公益目的事業 

①農地中間管理事業 

・担い手への農地集積を推進 

②担い手育成対策事業     

ア 就農相談活動（就農支援センター事業） 

・就農希望者に対する就農相談 

イ シニア世代就農促進事業 

・概ね50歳以上の就農希望者向けの技術研修等を実施 

③県奨励品種等種苗供給対策事業 

・醸造用甲州の苗木の増殖と生産者への供給 

（2）収益事業 

①土地改良事業の積算業務受託 

②リニア中央新幹線の構造物による農作物影響調査の業務受託 

 

5 財務の状況 

（1）収支の状況（H29年度） 

・正味財産期末残高 28,167千円    

・当期収支差額   -1,219千円 

（2）長期借入金等（H29年度） 

      ・長期保有農地の売却差損等に係る借入金      148,063千円 

     ・緊急雇用創出事業の委託料に係る長期未払金残高   28,524千円 

 (公財)山梨県農業振興公社改革プラン  - 概要 - 
〔計画期間：H31～35 年度〕 

1 経営の健全化に向けたこれまでの取り組み 

（1）人件費の縮減 

・プロパー職員の月額給与5％カット、管理職手当10％カットの実施等 

（2）収益事業による収益の確保 

・土地改良事業の積算業務の積極的な受託 

・新規事業の導入（H29:リニア中央新幹線の構造物による農作物影響調査の業務受託） 

（3）緊急雇用創出事業に係る委託料の返還 

・再委託先である山梨県建設業協会の請負業者からの委託料返還 

 

2 課題 

（1） 農地中間管理事業等の事業拡大に伴う業務量増加への対応 

（2） 経営の健全化に向けた一層の収益確保への対応 

（3）長期保有農地の売却差損に係る借入金の計画的返済 

（4）就農支援資金の延滞債務者からの返済金の早期回収 

※ H27 年度改定したプランから 

⇒時点修正：緑色 

⇒新たな課題への対応：赤色 

1 経営の健全化に向けた経費節減と業務の拡大 

・事務経費等の節減の推進（コピー用紙等の消耗品や通信費等の節減） 

・新たな収益事業の導入（農業団体の事務局の受託等） 

・業務遂行に必要な人員の確保・組織体制等のあり方の検討 

 

2 長期保有農地の売却差損に係る借入金の計画的返済 

・緊急雇用創出事業に係る委託料の返還終了後、返済計画の見直し 

 

3 就農支援資金の延滞債務者からの返済金の早期回収 

・延滞債務者の訪問による債権の早期回収 

Ⅰ 公社の概要 Ⅱ 経営の健全化に向けたこれまでの取り組みと課題 

Ⅲ 今後の方針 


